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5．宮城県砂防総合情報システム
（MIDSKI）について
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1．土砂災害とは？
2．近年の土砂災害発生状況
3．土砂災害警戒情報について
4．土砂災害警戒区域について
5．宮城県砂防総合情報システム

（MIDSKI）について
6．災害時の報告について

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
土砂災害警戒情報や土砂災害警戒区域についての情報入手方法の１つとしまして，宮城県砂防総合情報システム（MIDSKI）についてご説明します。



宮城県

宮城県砂防総合情報システム MIDSKI（ミヅキ）では、土砂災害に関す

る各種情報をご覧いただけます。土砂災害の恐れのある場所の確認や、
大雨時の情報収集などにご活用ください。

• 雨や土砂災害の危険度に関する土砂災害警戒情報

• 土砂災害警戒区域等確認マップの公開

• 土砂災害警戒情報等配信メール登録

宮城県砂防総合情報システムをご活用ください！

宮城県砂防総合情報システム

スマートフォンパソコン
宮城県砂防総合情報システム MIDSKI トップ画面
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
宮城県砂防総合システム（MIDSKI）は県防災砂防課で運営しているシステムであり，土砂災害警戒情報や大雨注意報や大雨警報，土砂災害警戒判定メッシュ情報を入手したり，土砂災害警戒区域を地図上から検索することができます。また，土砂災害警戒情報等をメールで配信するサービスもあります。



宮城県MIDSKI（宮城県砂防総合情報システム）各種機能について

①土砂災害警戒情報システムについて
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
こちらがMIDSKIのインターネットサイトのトップページになります。主に4つの項目から構成されており、まず、はじめに赤枠で囲った土砂災害警戒情報について説明致します。



宮城県MIDSKI（宮城県砂防総合情報システム）各種機能について

①土砂災害警戒情報システムについて
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
土砂災害警戒情報のボタンを押すと、「土砂災害警戒情報システム」のページに移ります。ここでは、県内の大雨注意報・警報・土砂災害警戒情報の発表状況を確認したり，現況～３時間後までの解析・予測雨量や土砂災害警戒レベルの状況が確認できます。



宮城県MIDSKI（宮城県砂防総合情報システム）各種機能について

②土砂災害警戒区域等確認マップについて
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
次に「土砂災害警戒区域等確認マップ」です。このシステムでは，法指定区域である県内の土砂災害警戒区域などを地図上で検索・確認することができます



宮城県MIDSKI（宮城県砂防総合情報システム）各種機能について

②土砂災害警戒区域等確認マップについて
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告示図書を確認

土砂災害警戒区域や
土砂災害特別警戒区域

を確認

住所や目標物から
場所検索

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
こちらが「土砂災害警戒区域等確認マップ」の画面例です。左の表示切り替えの画面から、土砂災害特別警戒区域などの区域や事象ごと、急傾斜地・土石流・地すべりを選択し、マップ上で選択した情報を確認することができます。画面上部から住所検索，画面下部のタブかから詳細検索をすることができます。マップ上で警戒区域をクリックすると、画面右の詳細情報で，箇所名のほか告示図書のデータも確認できます。こちらの確認マップを通じて、土砂災害の危険のある場所を確認し、避難計画を立てる際の参考にしていただいたりして頂ければと思います。
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6．災害時の報告について
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1．土砂災害とは？
2．近年の土砂災害発生状況
3．土砂災害警戒情報について
4．土砂災害警戒区域について
5．宮城県砂防総合情報システム

（MIDSKI）について
6．災害時の報告について

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
最後に，実際に災害が発生したときの報告と題しまして，県・市町村・消防との連携や，県から消防にお願いしたいことを説明いたします。



宮城県
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住民からの通報等により土砂災害の発生を確認した場合に
は，土砂災害の発生した範囲や人的被害，物的被害（主に
住家や公共施設等の建物）の状況の確認をお願いするとと
もに，市町村防災部局へ報告をお願いいたします。

住民からの通報等により土砂災害の前兆現象を確認した場
合には，北部土木事務所及び市町村防災部局へ報告をお願
いいたします。

市町村防災部局は被災状況を確認の上、「災害報告（緊急
報告用）」により，北部土木事務所へ報告をお願いします。

災害が発生した際には，災害報告様式をすべて埋める必要
はありません。まずは，その時点で判明している内容をで
きるだけ早く報告して頂くようお願いします。

異常箇所が発見された時や土砂災害が発生した時の報告について

県・市町村・消防の連携について

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　まず，住民から土砂災害の発生に関する通報を受けた場合，特に，人命や建物に影響を及ぼすような土砂災害が発生した場合には，市町村や県よりも消防へ連絡が行くことが多いかと思われますので，土砂災害の発生範囲や人的被害，家屋等建物の被災状況の確認をお願いすると共に，市町村防災部局を通じて災害発生報告をお願いいたします。また，土砂災害が発生していなくても，異常箇所が発見されるなど先ほどご説明したような土砂災害の前兆現象が確認された場合には，県北部土木事務所河川砂防第1班か市町村へご報告願います。消防から災害の発生報告を受けた市町村は，可能な限り現場の状況を確認の上、別添「災害報告」の様式により北部土木事務所へ報告願います。災害が発生した際には，特に報道された災害などについては発災からかなり早い段階で国土交通省から県に対し確認の連絡がきますので，災害発生時には　その時点で判明している情報を速やかに報告いただくようお願いいたします。



宮城県
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土砂災害が発生した時の報告フロー

災害発生

住 民

県土木事務所

県防災砂防課

市町村または
災害対策本部

消防・警察

通報 通報 通報
現場確認・
避難指示等

報告・
協議等

現場確認・応急
処置・捜索等

報告・
協議等

報告

国土交通省・東北地方整備局等

報告

被災地派遣要請等

TEC-FORCE派遣
・被害状況調査
・災害対策用機械による応急対策
・災害対応についての技術的助言 等

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　土砂災害時の報告フローを図化すると次のとおりになるかと思われます。消防及び市町村からの災害報告を受けて，県から国へ報告を行います。宮城県ではまだ実績がありませんが，被災状況によっては，すぐに被害状況の確認を市町村や消防で行うことが難しい場合や，災害対応についての技術的助言が必要な場合もあるかと思いますので，状況に応じて，県から国土交通省や東北地方整備局に専門家等の派遣を依頼することも可能です。山形県鶴岡市の土砂災害の場合には，専門家による現場の被害状況調査において，山形県から国土交通省にTECーFORCEの派遣を要請しております。TECーFORCEの概要については，別添資料のとおりです。



宮城県

45

土砂災害の前兆現象が発見された時の報告フロー

異常箇所発見

住 民

県土木事務所

県防災砂防課

市町村または
災害対策本部

消防・警察

避難指示等

報告・協議等

現場確認

協議等

報告

国土交通省・東北地方整備局等

報告

報告

報告

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
また，実際に災害が発生していなくても住民通報などにより斜面等の異常箇所が発見された場合には，次のフローのとおり報告をお願いします。市町村または消防からの報告に基づき，県土木事務所で確認点検を行い，市町村に情報提供を行い，状況によっては，市町村の法で避難指示等を行うなどして，住民の安全確保に努めます。
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土砂災害発生報告の活用について

災害報告は，災害関連緊急事業の申請や土砂災害警戒情報発
表基準（ＣＬ）の見直しに用いられます。

災害関連緊急事業の申請は災害発生後1週間以内に本省と事
前協議を行うため，速やかに報告をお願いします。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　消防や市町村から報告のあった被災報告については，その後緊急的な土砂災害対策事業の申請や，土砂災害警戒情報発表基準の見直しに活用します。今回の山形県鶴岡市での土砂災害では，早期の災害報告により，緊急的に地すべり対策事業を実施することが，発災から約２週間あまりで決定しています。このように，災害発生箇所の二次災害防止観点などからも，早期の災害報告が重要となってきますので，ご協力の程お願いいたします。
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4７

実際の災害時に県から消防へお願いしたいこと

災害報告を受けた場所について，災害発生から時
間が経った後に県で現場確認を行う際，被災箇所の
位置を特定できないことがよくあります。

住民通報等を受けて消防で現場確認を行う際，座
標値など被災箇所の位置が分かる情報を市町村防災
部局を通じてでも結構ですので提供願います。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　最後になりますが，実際の災害時にこれまでの経験として県から消防へお願いしたいこととして，次のことをお願いいたします。市町村を通じて災害報告を受けた場所について，大雨が長く続く，市町村防災部局で罹災対応等に追われ早期の現場確認に着手できないなどにより，時間が経ってから最小限の報告内容を基に県で現場確認を行う場合がよくあります。その場合、被災箇所の位置を特定できないケースが多数あります。住民通報を受けて消防が一番最初に現場に駆けつけることが多いかと思いますので，消防で現場確認を行う際には，座標値など被災箇所の位置が分かる情報を県へ提供願います。
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ご静聴ありがとうございました。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
以上をもちまして説明を終了させていただきます。本日の出前講座への出席も含めまして,今後とも土砂災害を含めた高い防災意識の継続をお願いいたします。ご静聴ありがとうございました。
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